
川崎市市制100周年記念事業・全国都市緑化かわさきフェアの推進体制について
実行委員会

総会（第5,6,11,15~20条）
役割：事業計画、事業報告並びに予算及び決算に関する事項

会則の制定及び改廃
幹事会への審議案件等の付託及び委任
その他、実行委員会の運営に関する重要な事項の審議等

構成：会長、副会長、監事、委員
活動：年１、２回程度
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設置目的（第3条）
令和６年に迎える川崎市市制100周年の歴史的な節目に、本市の発展を支えてきた「多様性」の価値を改めて共有するとともに、この契機を次の100年に向けて「あたらしい川崎」を
生み出していくスタートラインとすることを目指し、オール川崎市で市制100周年記念事業の積極的かつ円滑な推進を図るため、必要な事業等を行うとともに、川崎市において、第４
１回全国都市緑化かわさきフェアを開催し、都市緑化に関する意識の高揚、知識の普及等を図ることにより、都市緑化を推進し、もって緑豊かな潤いのあるまちづくりに寄与すること
を目的とする。

市制100周年幹事会（第21条）

役割 市制100周年記念事業の企画実施等に係る審議
構成 幹事長、副幹事長、幹事 10名程度

・実行委員会に参画している団体・企業等から選出
活動 隔月１回程度開催し、各部会や事務局からの

報告に対し審議、意思決定

審議結果等報告審議付託等

連携

審議結果等報告

事業（第4条）
・実行委員会が主体となって行う記念事業の企画及び実施に関すること。
・フェアの企画、準備、開催及び運営に関すること。
・趣旨に賛同する団体・企業等が主体となって行う記念事業の承認に関すること。
・記念事業、フェアの広報及び啓発に関すること。
・その他、目的を達成するために必要な事業に関すること。

企画部会（第21条）
役割 実行委員会主催事業の企画実

施、プラットフォームの運営
構成 10名程度

・実行委員会から選出

共同事務局（第25条）
役割：実行委員会・幹事会・部会の事務処理、運営支援等
構成：シティプロモーション推進室、緑化フェア推進室

その他川崎市が発注する委託業者等

緑化フェア推進室シティプロモーション推進室

意見

実行委員会推進体制イメージ

緑化フェア幹事会（第22条）

役割 フェアに関する事項への専門的な観点からの審議・助言等
構成 幹事長、副幹事長、幹事 10名程度

・専門性の観点及び準備会等での検討の継続性を踏まえ、基本計画
懇談会委員並びに準備会構成団体を含むフェアの各分野に精通し
た団体・専門家から選出

活動 年２〜３回程度会議開催のほか、適宜、個別ヒアリング等を実施

学識経験者 協働推進 出展展示
行催事 会場運営 広報宣伝
植物調達 交通輸送 飲食・物販

総務・広報部会（第21条）
役割 広報宣伝、記念グッズ等の企

画作成、協賛金募集等
構成 ５〜10名

・実行委員会から選出

【役員（案）】
会 長：市長
副会長：市議会議長、商工会議所会頭、副市長、全町内会連合会会長、

市社会福祉協議会会長、総合文化団体連絡会理事長、
都市緑化機構理事長（緑化フェア担当）

監 事：市会計管理者
都市緑化機構事務局長（緑化フェア担当）

顧問等（第10,11条）
名誉顧問
国土交通大臣
顧問
国土交通省都市局長
関東地方整備局長
神奈川県知事
都市緑化機構会長
斎藤文夫氏
藤嶋昭氏
東京都市大学・環境学部
特別教授 涌井史郎氏

（緑化フェア担当）
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委員要件（第7条）※下記（１）〜（４）のいずれかに該当。入会は随時可能
（１）次のいずれにも該当する団体・企業等
記念事業及びフェアの目的に賛同/市内に事業所や拠点がある又は市内で活動/暴力団又は暴力
団員等と密接な関係を有しない/風俗営業に該当する事業等を行わない/法人市民税等の滞納な
し/法令遵守/公序良俗に反しない

（２）経済・観光団体、造園・緑化団体、花き・園芸団体等の団体
（３）関係行政機関
（４）その他関係機関、団体、フェア開催の関係者

参与
（第12条）

報道機関

実行委員会主催事業の検討及び実施をメインに行うプラットフォーム
（実行委員会メンバーが参加可能）

審議結果等報告審議付託等

※主に関係する会則の条文を括弧書きで記載
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